
 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 新落合橋補修工事 

設計変更後の工事概要 

  

支承取替工 一式   金属溶射工 10 基 

ひび割れ補修工 L＝76ｍ 

断面修復工 一式 

契約変更の理由 

 

金属溶射工において、塗膜を研磨する際に有害物質が含まれる危険性があることから分析

調査をする場合があり、当初想定は支承の塗膜が微量で分析調査の際に必要となる試験体が

採取できないことから計上していなかったが、現地を照査した結果、試験体として分析がで

きる量を採取できたため、分析調査を増工する。 

橋脚補修において、別途実施の打音検査の結果を踏まえ当初想定では小さなうきと判断し

て設計上は補修不要としていた箇所について、現地照査の際に詳細な打音検査をしたところ、

そのうきが想定よりも進んでおり補修の必要が生じたことから、断面修復工を増工とする。  

                            


